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自動販売機設置事業者募集要項 

 

千葉都市モノレール株式会社が行う自動販売機設置事業者（以下「設置事業者」という。）の募集

に参加される方は、次の各事項をご確認のうえ、お申し込みください。 

 

１ 入札物件 

物件 

№ 

自販機 

№ 

所  在  地 

販売品目 
最低価格 

（税抜） 

月平均売上本数 

設 置 場 所 
月平均売上金額 

（税抜） 

１ 

５３ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 清涼飲料水 

（缶・ペット

ボトル・瓶） 

9台分 

317,197円 
2,095本 

千葉駅改札内 
285,319円 

９ 

千葉市若葉区小倉台 4-1731-1 
868本 

小倉台駅改札内 
118,266円 

１６ 

千葉市若葉区都賀 3-31-1 
790本 

都賀駅改札内 107,168円 

４０ 

千葉市稲毛区天台 1-1095-2 
702本 

天台駅改札内 94,432円 

３１ 

千葉市稲毛区天台 6-212-6 
616本 

スポーツセンター駅改札外 80,789円 

３６ 

千葉市稲毛区穴川町 79-1 565本 

穴川駅改札内 73,376円 

６６ 

千葉市中央区中央港 1-17-12 531本 

千葉みなと駅１番線ホーム 69,350円 

７６ 

千葉市中央区市場町 1-2 430本 

県庁前駅改札内 57,601円 

７１ 

千葉市中央区栄町 29-9 152本 

栄町駅改札外 19,977円 

計 906,278円 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

５２ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 清涼飲料水 

（缶・ペット

ボトル・瓶） 

9台分 

317,226円 
1,997本 

千葉駅改札内 260,309円 

５５ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 883本 

千葉駅中央口改札外 118,364円 

１８ 

千葉市若葉区都賀 3-31-1 799本 

都賀駅改札外 111,784円 

６５ 千葉市中央区千葉港地先道路 709本 
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 ２ 

市役所前駅改札外 93,493円 

３９ 

千葉市稲毛区天台 1-1095-2 639本 

天台駅２番線ホーム 83,305円 

２４ 

千葉市若葉区源町 407-7 614本 

動物公園駅改札内 82,869円 

２３ 

千葉市若葉区みつわ台 3-28 530本 

みつわ台駅改札外 71,569円 

１０ 

千葉市若葉区小倉台 4-1731-1 413本 

小倉台駅改札外 56,056円 

６０ 

千葉市中央区弁天 3-464-1 223本 

市役所前駅１番線ホーム 28,613円 

計 906,362円 

３ 

５１ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 清涼飲料水 

（缶・ペット

ボトル・瓶） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11台分 

317,312円 

 

1,673本 

千葉駅３,４番線ホーム 226,268円 

２２ 

千葉市若葉区みつわ台 3-28 903本 

みつわ台駅改札内 120,061円 

６４ 

千葉市中央区千葉港地先道路 823本 

市役所前駅改札外 113,158円 

１９ 

千葉市若葉区都賀 3-31-1 648本 

都賀駅改札外 91,338円 

１３ 

千葉市若葉区桜木 7-20-1 506本 

桜木駅改札外 68,678円 

４６ 

千葉市稲毛区作草部 2-1-19 475本 

作草部駅改札外 67,251円 

４９ 

千葉市中央区弁天 3-464-1 490本 

千葉公園駅改札外 66,146円 

２５ 

千葉市若葉区源町 407-7 
443本 

動物公園駅改札内 
58,158円 

２９ 

千葉市稲毛区天台 6-212-6 
246本 

スポーツセンター駅１番線ホーム 
33,216円 

４１ 

千葉市稲毛区天台 1-1095-2 
238本 

天台駅改札外 32,452円 

８０ 

千葉市稲毛区萩台町 199-1 
270本 

本社事務所脇 
29,881円 

計 
906,607円 
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４ 

５０ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 清涼飲料水 

（缶・ペット

ボトル・瓶） 

１１台分 

317,242円 
1,557本 

千葉駅１,２番線ホーム 209,920円 

６ 

千葉市若葉区千城台北 1-2-2 874本 

千城台北駅改札内 120,620円 

４４ 

千葉市稲毛区作草部 2-1-19 841本 

作草部駅改札内 113,314円 

３４ 

千葉市稲毛区天台 6-212-6 604本 

スポーツセンター駅改札外 85,397円 

６１ 

千葉市中央区千葉港地先道路 571本 

市役所前駅 1番線ホーム 78,161円 

３８ 

千葉市稲毛区穴川町 79-1 513本 

穴川駅改札外 67,521円 

７５ 

千葉市中央区市場町 1-2 450本 

県庁前駅改札内 61,096円 

１５ 

千葉市若葉区都賀 3-31-1 444本 

都賀駅 1番線ホーム 59,355円 

２１ 

千葉市若葉区みつわ台 3-28 353本 

みつわ台駅 1番線ホーム 47,416円 

７３ 

千葉市中央区中央 2-1 243本 

葭川公園駅改札外 32,578円 

８２ 

千葉市稲毛区萩台町 118 277本 

本社検修庫脇 31,030円 

計 906,408円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７０ 

千葉市中央区中央港 1-17-12 清涼飲料水 

（缶・ペット

ボトル・瓶） 

 

１１台分 

317,947円 
1,295本 

千葉みなと駅改札外 171,496円 

６９ 

千葉市中央区中央港 1-17-12 916本 

千葉みなと駅改札内 120,897円 

３３ 

千葉市稲毛区天台 1-1095-2 821本 

スポーツセンター駅改札外 115,348円 

１ 

千葉市若葉区千城台北 3-1-418 724本 

千城台駅２番線ホーム 
95,817円 

５７ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 
689本 

千葉駅南口改札外 
90,628円 

３７ 

千葉市稲毛区穴川町 79-1 604本 

穴川駅改札外 
81,684円 

２０ 千葉市若葉区みつわ台 3-28 490本 
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５ 

みつわ台駅２番線ホーム 
67,496円 

５ 

千葉市若葉区千城台北 1-2-2 
464本 

千城台北駅２番線ホーム 60,638円 

４７ 

千葉市中央区弁天 3-464-1 336本 

千葉公園駅２番線ホーム 46,352円 

４２ 

千葉市稲毛区天台 1-1095-2   342本 

天台駅改札外 44,988円 

７９ 

千葉市稲毛区萩台町 199-1 清涼飲料水 

（紙カップ） 
143本 

本社事務所１階 13,077円 

計 908,421円 

６ 

６８ 

千葉市中央区中央港 1-17-12 清涼飲料水 

（缶・ペット

ボトル・瓶） 

１１台 

317,386円 
1,144本 

千葉みなと駅改札内 158,767円 

３ 

千葉市若葉区千城台北 3-1-418 943本 

千城台駅改札内 123,465円 

２８ 

千葉市稲毛区天台 1-1095-2 843本 

スポーツセンター駅２番線ホーム 114,691円 

７２ 

千葉市中央区中央 2-1 730本 

葭川公園駅改札内 99,422円 

６３ 

千葉市中央区千葉港地先道路 666本 

市役所前駅改札内 88,133円 

１１ 

千葉市若葉区桜木 7-20-1 586本 

桜木駅２番線ホーム 79,039円 

７ 

千葉市若葉区千城台北 1-2-2 596本 

千城台北駅改札外 78,258円 

５６ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 483本 

千葉駅南口改札外 66,544円 

２７ 

千葉市若葉区源町 407-7 380本 

動物公園駅改札外 50,766円 

４５ 

千葉市稲毛区作草部 2-1-19 314本 

作草部駅改札外 42,689円 

７７ 

千葉市稲毛区萩台町 199-1 

 

食品（パン、

カップ麺等） 
37本 

本社事務所１階 5,044円 

計 
906,818円 

７ 

 

 

５４ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 清涼飲料水 

（缶・ペットボ

トル・瓶） 

１０台分 

317,502円 
1,069本 

千葉駅中央口改札外 
149,669円 
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 ７ 

３２ 

千葉市稲毛区天台 1-1095-2 
972本 

スポーツセンター駅改札外 
134,051円 

５９ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 
900本 

千葉駅南口改札外 
117,169円 

１２ 

千葉市若葉区桜木 7-20-1 
794本 

桜木駅改札内 103,427円 

６２ 

千葉市中央区千葉港地先道路 657本 

市役所前駅改札内 88,176円 

４８ 

千葉市中央区弁天 3-464-1 589本 

千葉公園駅改札内 79,874円 

１４ 

千葉市若葉区都賀 3-31-1 465本 

都賀駅２番線ホーム 62,659円 

３５ 

千葉市若葉区源町 407-7 443本 

穴川駅２番線ホーム 60,942円 

７４ 

千葉市中央区市場町 1-2 388本 

県庁前駅ホーム 51,725円 

７８ 

千葉市稲毛区萩台町 199-1 502本 

本社事務所１階 59,459円 

計 907,151円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５８ 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 清涼飲料水 

（缶・ペット

ボトル・瓶） 

 

１０台分 

317,501円 
1,092本 

千葉駅南口改札外 145,923円 

３０ 

千葉市稲毛区天台 6-212-6 1,030本 

スポーツセンター駅改札内 140,541円 

２ 

千葉市若葉区千城台北 3-1-418 878本 

千城台駅改札内 116,685円 

４ 

千葉市若葉区千城台北 3-1-418 788本 

千城台駅改札外 103,868円 

１７ 

千葉市若葉区都賀 3-31-1 731本 

都賀駅改札内 94,763円 

６７ 

千葉市中央区中央港 1-17-12 592本 

千葉みなと駅１番線ホーム 80,191円 

２６ 

千葉市若葉区源町 407-7 526本 

動物公園駅改札外 70,581円 

８ 

千葉市若葉区小倉台 4-1731-1 
463本 

小倉台駅２番線ホーム 
61,177円 
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８ 

４３ 

千葉市稲毛区作草部 2-1-19 
393本 

作草部駅２番線ホーム 
52,180円 

８１ 

千葉市稲毛区萩台町 199-1 367本 

本社事務所脇 41,238円 

 計 907,147円 

※ 設置場所は、別紙駅別配置図によりご確認ください。 

※ 月間売上本数及び金額は参考数値（令和５年１月～１２月実績・１ヶ月平均）であり、今後に

おける自動販売機の売上金額を保証するものではありません。 

 

２ 日程 

日程は、下記のとおりです。 

項  目 日        程 

受 付 期 間 
令和６年２月９日（金）から２月１６日（金）まで 

土日・祭日を除く９時から１２時まで、１３時から１６時まで 

入札日時 

及び場所 

物件№１ 令和６年２月２８日（水） １３時１５分から 

物件№２ 令和６年２月２８日（水） １３時３０分から 

物件№３ 令和６年２月２８日（水） １３時４５分から 

物件№４ 令和６年２月２８日（水） １４時００分から 

物件№５ 令和６年２月２８日（水） １４時１５分から 

物件№６ 令和６年２月２８日（水） １４時３０分から 

物件№７ 令和６年２月２８日（水） １４時４５分から 

物件№８ 令和６年２月２８日（水） １５時００分から 

場 所 
千葉都市モノレール株式会社 事務所４階第３会議室 

（千葉市稲毛区萩台町１９９番地１） 

契約の締結期限 令和６年３月１４日（木） 

 

３ 入札参加資格 

（１）応募する者は、次に掲げる全ての条件を満たすものとします。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

イ 個人の場合は千葉市に住所を有し、法人の場合は千葉県内に本店または支店・営業所を有

すること。 

ウ 自動販売機の設置業務（自ら管理・運営するものに限る）について、過去５年以内に３年

以上の実績を有している者であること。 

エ 法人市民税又は個人市民税の未納がないこと。 

オ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有している

こと。 

カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体に属する者でないこと 
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（２）多様な利用者の嗜好に対応するため、飲料の銘柄、種類を増やすことを目的として、一部入

札を制限します。 

  ア 物件№１を落札した者は、物件№２～４の入札に参加できません。 

  イ 物件№２を落札した者は、物件№３、４の入札に参加できません。 

  ウ 物件№３を落札した者は、物件№４の入札に参加できません。 

 

４ 契約上の条件等 

（１）設置期間 

   令和６年（２０２４年）４月１日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで（６０か月

間）とし、更新はできないものとします。 

（２）設置料等 

ア 設置料 

    当社が設定する最低価格以上の最高の入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て設置料（月額）とします。 

    設置料は毎月発行する請求書により指定期日までに当社が指定する口座に振り込み支払っ

て下さい。振込手数料は設置事業者の負担とします。 

イ 必要経費等 

    自動販売機の維持管理に必要とする経費は設置事業者の負担とします。道路占用料相当額

および電気料は設置料とあわせて毎月請求します。 

  ウ 延滞金 

   指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、法定利率で

計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 

（３）使用上の制限 

   次のことを遵守してください。 

ア 設置物件を自動販売機設置業務以外の用途に供してはならないこと 

イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないこと 

  ウ 販売品目は、メーカー希望小売価格より高い価格で販売しないこと 

 ただし、本社敷地内の自動販売機（自販機№７８、８０～８２）についてはメーカー希望小

売価格よりも２０円以上安くすること 

エ 次に示す販売品目の条件を満たすこと 

   なお、販売品は多品種、多品目により構成するように努めること 

 

 自販機№ 販売品目の条件 

１～７６ 

７８、８０～８２ 
清涼飲料水（缶、ペットボトル、瓶） 

７７ 食品（パン類、カップめん類等） 
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７９ 清涼飲料水（紙カップ） 

（４）自動販売機の仕様等 

   設置する自動販売機は、次に掲げる条件を満たした仕様としてください。 

ア 駅構内設置の自動販売機（№１～№７６）については電子マネー（交通系ＩＣ）対応の 

自動販売機を設置すること 

本社敷地内の自動販売機も可能な限り上記電子マネー対応の自動販売機を設置すること 

（京成電鉄株式会社とＰＡＳＭＯ電子マネー利用加盟店契約を締結していただきます。） 

イ 冷媒及び断熱材発泡剤に、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン（いわ

ゆる代替フロン）を使用していないこと 

ウ 環境配慮設計がなされていること 

エ 使用済自動販売機の回収システムがあり、リサイクルされない部分については適正処理さ

れるシステムがあること 

オ 物件№１（自販機№３１）、物件№２（自販機№１８）、物件№３（自販機№６４）、物件№

６（自販機№６８）、物件№７（自販機№５４）、物件№８（自販機№４）に設置する自動販

売機については、障害者の利用にも十分配慮したユニバーサルデザイン仕様の機種とするこ

と 

カ さらに、物件№２（自販機№１８）、物件№５（自販機№５７）、物件№６（自販機№６８）、 

物件№７（自販機№５４）および物件№８（自販機№４）については、災害時に自動販売機

内の飲料水等を無償提供できるものとすること 

キ すべての自動販売機について、契約締結前に自動販売機の大きさ、性能に関する資料を提

出すること 

（５）維持管理責任 

   次のことを遵守してください。 

ア 自動販売機の維持管理については、設置事業者が行い、常に商品の賞味期限に注意すると

ともに、在庫・補充管理を適切に行うこと 

イ 自動販売機に併設して、原則として自動販売機１台に１個の割合で回収ボックスを設置す

るとともに、当社の指示に従い、設置事業者の責任で適切に回収・処分すること（ただし、

設置場所の構造上、自販機本体と回収ボックスを隣接して設置できない場合があります。） 

  なお、ホームに設置する自動販売機については、強風による飛散防止のため、一体型の回

収ボックスを設置すること。 

ウ 自動販売機や回収ボックスの周辺に投棄された使用済容器やその他目立つごみをすべて回 

収するとともに、その自動販売機の商品に起因すると思われる汚れがある場合には、清掃を

実施すること。 

エ 自動販売機の設置にあたっては、地震を考慮した転倒防止など、安全に十分配慮すること 

オ 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については設置事業者の責任において対応すること。

また、自動販売機本体に故障・返金処理等に関する連絡先を明記すること 

     カ 自動販売機の搬入出にあたっては、経路の養生を十分に行うなど安全に配慮するとともに

施設の管理運営に支障が生じないよう当社と協議を行うこと 
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（６）原状回復 

     設置事業者は、設置期間が満了したとき及び契約期間の途中で契約を解除するときは、指定

期日までに原状回復してください。 

   

  ５ 入札申込手続 

（１） 申込方法   

受付期間内に、必要な書類を持参してください。郵送による申込みは受け付けません。 

受付期間 令和６年２月９日（金）～令和６年２月１６日（金） 

※ 電話、ＦＡＸ、Ｅメール等による受付は行いません。 

提出先 千葉市稲毛区萩台町１９９番地１ 

          千葉都市モノレール株式会社 総務部 経理課 

  （２）必要な書類（各１部） 

    ア 入札参加申込書（自動販売機設置業務用）   

    イ 法人登記簿（履歴事項全部証明書） ※法人の場合 

    ウ 自動販売機の設置業務について、過去５年以内に３年以上の実績があることを示す資料 

（申込者が設置した自動販売機の設置場所・設置期間を具体的に示したもの。書式は問いま

せんが、Ａ４用紙１枚程度に収めてください。全ての実績を網羅する必要はなく、代表的

な実績を示すだけで結構です。） 

エ ３（１）エに係る法人市民税又は個人市民税の納税証明書 

オ ３（１）オに係る許認可等に係る許可書等の写し 

 ※イ、エの証明書については、いずれも発行後３か月以内のものを提出してください。 

 

  ６ 入札参加できない者の通知 

    入札参加資格を満たしていない場合は、非入札参加通知書によりその旨を通知します。 

     

  ７ 入札の手続 

（１）入札方法 

ア 入札は令和６年２月２８日（水）に千葉都市モノレール㈱４階第３会議室で行います。 

イ 入札書に記載する入札金額は、月額の金額（税抜き）を記載してください。 

 ※契約金額は、これに消費税及び地方消費税相当額を加算した額となります。 

ウ 入札書は当日持参してください。郵送による入札は受け付けません。 

エ 代理人の方が入札される場合は、委任状が必要になりますので、必要事項を記載し、記名

押印してください。 

オ 投函した入札書の書換え、引換え又は撤回はできませんので、十分ご注意ください。 

 

（２）入札時に持参する書類 

ア 入札参加申込書の写し 

イ 入札書 
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ウ 委任状 ※代理人の方が、入札される場合 

エ 誓約書 

オ 入札価格における自動販売機毎の内訳書 

（３）入札保証金 

   入札保証金の納付は免除しますが、落札者が契約を締結しない場合には、落札額の 3倍の金

額を違約金としていただきます。 

 

８ 入札の無効 

    次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

  （１）入札に参加する資格のない設置事業者の入札 

  （２）記名押印を欠く入札 

（３）誤字または脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

（４）明らかに談合であると認められる入札 

（５）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２通以上の代理をした者の入札 

（６）入札価格における自動販売機毎の内訳書及び誓約書の提出がない入札 

（７）入札に関し、不正行為があった場合の入札 

（８）最低価格（月額）に達しない金額を記載した入札 

  （９）その他指定した以外の方法により入札した場合 

 

９ 落札者の決定等 

（１）落札者は、最低価格以上をもって有効な入札を行った方のうち最高価格の入札を行った方と

します。 

（２）落札者となるべき方が２人以上いるときは、直ちに「くじ」によって落札者を決定します。 

（３）入札終了後、契約締結の手続に入ります。 

（４）落札者が契約を締結しないときは、入札金額の高かった上位５人以内の中から、最高価格と

同一以上の金額で契約を希望する方がいる場合には、その方と随意契約を行います。この条件

で契約を希望する方が同一金額で２人以上となったときは、前（２）項に準じて直ちに「くじ」

によって落札者を決定します。同一金額以上で契約を締結する方がいないときは、上位５人以

内の指名競争入札で再度入札を行います。 

（５）落札者が正当な理由なく契約を締結しないとき、または契約締結後に中途で契約を解約した

ときは、次回の入札への参加をお断りしますので注意してください。 

 

１０ その他 

（１）自動販売機の売上金額（税抜）及び売上本数については、月ごとに集計を行い、半年ごとに

報告してください。これ以外に請求があった時は迅速に対応してください。 
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募集に関する問合せ先 

千葉都市モノレール株式会社 

 住 所 〒263-0012 千葉市稲毛区萩台町１９９番地１ 

ＴＥＬ 043－287－8278 

ＦＡＸ 043－252－7244 

E-mail hanbai_1@chiba-monorail.co.jp 

担 当 運輸部 販売促進課 鈴木・堀越 


